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は、電気通信サービス市場の競争力促進のための条項が盛り込まれた（ 2020 年 7 月 1 日施行）。具体的には、市

場価格やサービス条件に明らかに影響を与えることができる等の条件に該当する、市場において重要な力を持つ電

気通信サービス事業者に対し、主管庁は特別な規制措置を実施し、ネットワークへの相互接続やサービス料金の設

定等について改善を命じることができることとなった。 
これまでの詳細は 2017 年版不公正貿易報告書 141 頁参照。 
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関関税税構構造造  
 
本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整合性の観点からは明確に問題があると言えない貿易・投資関連

政策・措置であるが、以下の懸念点に鑑み、掲載することとした。関税、関税率、譲許率、譲許税率の定義は、第 
2 部第 5 章 1 を参照。 
 
＜＜措措置置のの概概要要＞＞  
関税法や関連法規において、基本税率、暫定税率及び弾力関税率(ダンピング防止関税、相殺関税、報復関税、緊

急関税、季節関税及び国際協力関税など)が規定されている。対日輸入適用税率には、MFN税率又は地域的な包括

的経済連携（ RCEP ）協定税率等が適用される。また、輸出を前提として輸入される物品や原材料などに対する関

税優遇措置（減免税及び還付）がある。 
韓国の 2024 年時点の非農産品の単純平均譲許税率は 9.8％ であるが、繊維製品（最高 30％ ）、衣類(最高 35％ )、

電気機械及び電子機器(最高 20％ )等の高い譲許税率が存在する。また、2024 年時点の非農産品の譲許率は 94.1％で

ある。2024 年時点の非農産品の単純平均実行関税率は 6.5％ である。 
 

＜＜懸懸念念点点＞＞  
高関税そのものは譲許税率を超えない限り WTO 協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済厚生を高めると

いう WTO 協定の精神に照らし、関税はできるだけ引き下げることが望ましい。 
 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  
IT 製品の市場アクセス拡大の促進に向けて、2015 年 12 月に妥結した ITA 拡大交渉（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.

（2）ITA（情報技術協定）交渉を参照）について、韓国は、2016 年 12 月から対象品目 201 品目の関税撤廃を開始

した。例えば、高関税品目としては、ポリッシングパッド（ 30％ ）、無線操作制御機器（ 20％ ）、マイクロホン

（ 16％ ）等が挙げられるが、現在は、これらを含む全対象品目の関税が撤廃されている。 
2025 年も 2024 年に引き続き、産業構造の変動等から品目間の税率の不均衡が生じている場合や、農林水産物な

ど国際競争力が弱い品目の輸入増加により国内市場が混乱し、又は産業の基盤が崩壊するおそれがある場合に、そ

れらを是正し又は防止するための調整関税が賦課されている1。そのため、活魚類、冷凍魚類、建築基材、調味料

等の品目に対しては引き上げられた関税率が適用されている。 
  

 
1WTO ウェブサイト（https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_details_by_country_e.htm?country=KOR） 
PIIE ウェブサイト（https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/russias-war-ukraine-sanctions-timeline） 
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数数量量制制限限  

  
日日本本産産水水産産物物等等のの輸輸入入規規制制  
 
＜＜措措置置のの概概要要＞＞  
韓国は、2011 年 3 月の東京電力福島第一原発における事故後、日本産水産物等への輸入規制を順次導入。さらに、

2013 年 9 月には輸入規制を強化し、（i）8 県産（青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬及び千葉）の全ての

水産物の輸入禁止措置、（ii）輸入を禁止しない食品について追加検査措置（韓国側の検査で少しでもセシウム、

ヨウ素が検出された場合にはストロンチウム、プルトニウム等の検査証明書を追加で要求）等の輸入規制を講じて

いる。 
 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの懸懸念念点点＞＞  
韓国が講じる輸入規制は、日本産水産物等を恣意的又は不当に差別して扱う措置であること、必要以上に貿易制

限的であること等から、SPS 協定 2 条 3 項、5 条 5 項及び 5 条 6 項に非整合的である。さらに、日本の要請に対し

て輸入規制に係る情報提供が不十分であること等から、SPS 協定 4 条、 5 条 8 項、 7 条等に非整合的である。 
 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  
これまで我が国は、二国間での働きかけや、WTO・SPS 委員会における「特定の貿易上の懸念」の表明、韓国

で設立された「専門家委員会」の委員による現地調査の受け入れなど、韓国に対して措置の緩和・撤廃に向けた働

きかけを行ってきた。2015 年 5 月には WTO 協定に基づく協議を要請し、同年 6 月に日韓二国間協議を行ったが、

韓国側から規制撤廃に向けた見通しが示されなかった。そのため、我が国は 2015 年 8 月、WTO 協定に基づくパネ

ル設置要請を行い、同年 9 月のパネル設置後 2 年半にわたる検討を経て、2018 年 2 月にパネル報告書が公表された。

同報告書において、パネルは 8 県産水産物の輸入禁止措置及び日本産のすべての食品に関する追加検査要求が、当

該水産物を恣意的又は不当に差別していること、また必要以上に貿易制限的措置であることから、SPS 協定第 2 条
第 3 項、第 5 条第 6 項に反し、また、その措置の不公表及び情報提供の欠如につき、利害関係を有する加盟国が知

ることのできるように速やかに公表していないとして、SPS 協定第 7 条に反すると認定している。 
2018 年 4 月 9 日、韓国はパネルの判断には問題があるとして、DSB に対し上級委員会に上訴する旨を通知し、

同月 16 日、我が国も、パネル報告書において我が国の主張が認められなかった論点について反上訴を行う旨の通

知を DSB に対し行った。その後、2019 年 4 月に上級委報告書が公表された。同報告書において、上級委はパネル

の検討が不十分であったとして、韓国の措置が SPS 協定 2 条 3 項、 5 条 6 項に反するとのパネルの認定を取り消し

た。しかし、上級委は韓国の措置がこれらの規定に反するか否かについて自ら判断を下さなかったため、紛争が未

解決のまま残されている。 
かかる上級委報告書によって、紛争が未解決のまま残されることもあるという紛争解決制度に内在する課題が顕

在化したことを踏まえ、我が国は 2019 年 4 月に、WTO 紛争解決メカニズムがより適切に機能するための議論を行

うことを求める文書を DSB に提出するとともに、同年 5 月の DSB 定例会合において「①本件紛争案件（韓国水産

物ケース）は特に科学的・技術的側面が強く、パネルは、5 名の専門家の意見を仰ぐなどして綿密な事実認定を実

施。上級委員会は、パネルの事実認定を十分に踏まえてパネルの法的分析及び結論の双方を精査すべきであった、

②上級委員会が WTO 加盟国から委ねられている役割は、紛争解決の確保。今回、上級委員会は，韓国による規制

措置について WTO 協定整合性を示さないとの判断をとった点において、役割を逸脱した一面がある。これは加盟

国が直面する深刻な問題であり、是正が必要である」旨の問題提起を行った。 
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数数量量制制限限  

  
日日本本産産水水産産物物等等のの輸輸入入規規制制  
 
＜＜措措置置のの概概要要＞＞  
韓国は、2011 年 3 月の東京電力福島第一原発における事故後、日本産水産物等への輸入規制を順次導入。さらに、

2013 年 9 月には輸入規制を強化し、（i）8 県産（青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬及び千葉）の全ての

水産物の輸入禁止措置、（ii）輸入を禁止しない食品について追加検査措置（韓国側の検査で少しでもセシウム、

ヨウ素が検出された場合にはストロンチウム、プルトニウム等の検査証明書を追加で要求）等の輸入規制を講じて

いる。 
 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの懸懸念念点点＞＞  
韓国が講じる輸入規制は、日本産水産物等を恣意的又は不当に差別して扱う措置であること、必要以上に貿易制

限的であること等から、SPS 協定 2 条 3 項、5 条 5 項及び 5 条 6 項に非整合的である。さらに、日本の要請に対し

て輸入規制に係る情報提供が不十分であること等から、SPS 協定 4 条、 5 条 8 項、 7 条等に非整合的である。 
 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  
これまで我が国は、二国間での働きかけや、WTO・SPS 委員会における「特定の貿易上の懸念」の表明、韓国

で設立された「専門家委員会」の委員による現地調査の受け入れなど、韓国に対して措置の緩和・撤廃に向けた働

きかけを行ってきた。2015 年 5 月には WTO 協定に基づく協議を要請し、同年 6 月に日韓二国間協議を行ったが、

韓国側から規制撤廃に向けた見通しが示されなかった。そのため、我が国は 2015 年 8 月、WTO 協定に基づくパネ

ル設置要請を行い、同年 9 月のパネル設置後 2 年半にわたる検討を経て、2018 年 2 月にパネル報告書が公表された。

同報告書において、パネルは 8 県産水産物の輸入禁止措置及び日本産のすべての食品に関する追加検査要求が、当

該水産物を恣意的又は不当に差別していること、また必要以上に貿易制限的措置であることから、SPS 協定第 2 条
第 3 項、第 5 条第 6 項に反し、また、その措置の不公表及び情報提供の欠如につき、利害関係を有する加盟国が知

ることのできるように速やかに公表していないとして、SPS 協定第 7 条に反すると認定している。 
2018 年 4 月 9 日、韓国はパネルの判断には問題があるとして、DSB に対し上級委員会に上訴する旨を通知し、

同月 16 日、我が国も、パネル報告書において我が国の主張が認められなかった論点について反上訴を行う旨の通

知を DSB に対し行った。その後、2019 年 4 月に上級委報告書が公表された。同報告書において、上級委はパネル

の検討が不十分であったとして、韓国の措置が SPS 協定 2 条 3 項、 5 条 6 項に反するとのパネルの認定を取り消し

た。しかし、上級委は韓国の措置がこれらの規定に反するか否かについて自ら判断を下さなかったため、紛争が未

解決のまま残されている。 
かかる上級委報告書によって、紛争が未解決のまま残されることもあるという紛争解決制度に内在する課題が顕

在化したことを踏まえ、我が国は 2019 年 4 月に、WTO 紛争解決メカニズムがより適切に機能するための議論を行

うことを求める文書を DSB に提出するとともに、同年 5 月の DSB 定例会合において「①本件紛争案件（韓国水産

物ケース）は特に科学的・技術的側面が強く、パネルは、5 名の専門家の意見を仰ぐなどして綿密な事実認定を実

施。上級委員会は、パネルの事実認定を十分に踏まえてパネルの法的分析及び結論の双方を精査すべきであった、

②上級委員会が WTO 加盟国から委ねられている役割は、紛争解決の確保。今回、上級委員会は，韓国による規制

措置について WTO 協定整合性を示さないとの判断をとった点において、役割を逸脱した一面がある。これは加盟

国が直面する深刻な問題であり、是正が必要である」旨の問題提起を行った。 
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補補助助金金  

  
造造船船補補助助金金  
 
＜＜措措置置のの概概要要＞＞  
韓国は、2015 年 10 月以降、自国造船業への公的助成を大々的に実施している。具体的には、(ⅰ)公的金融機関に

よる国内造船所（大宇造船海洋）への金融支援、（ⅱ）造船所の受注支援のための前受金返還保証の発給、（ⅲ）

船舶新造支援プログラム（官民ファンド）等による海運会社に対する新造船購入支援、（ⅳ）エコシップへの代替

建造補助（新造船価の一部を補助）等の措置を講じており、これらの措置は市場を歪曲し、他国の造船業に著しい

害を及ぼすおそれがある。 
 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  
韓国による過度な企業救済、船舶の輸出を前提とした保証、建造補助等により、韓国企業による低船価受注が繰

り返され、国際市場における船価が大幅に下落している。また、市場船価の下落に伴う失注・競合断念により、我

が国のシェアが大幅に下落している。韓国の自国造船業へのこれらの公的助成は、WTO 補助金協定に規定する輸

出補助金等に該当し、同協定第 3 条等に違反する疑いが強い。 
 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  
韓国に対しては、2015 年に公的金融機関による大宇造船海洋（現ハンファオーシャン）への金融支援が決定され

て以降、OECD 造船部会（現OECD造船委員会）等を通じて累次にわたり問題を指摘し、また 2018 年 10 月には国

土交通省海事局と韓国産業通商資源部との局長級協議を実施し、措置の早期撤廃を要求したが、撤廃には至ってい

ない。 
これを受け 2018 年 11 月及び 2020 年 1 月に我が国は、韓国の自国造船業への過度な公的支援は WTO 協定違反と

して、紛争解決手続に基づき申立てを行い、協議を進めている。 
また、2025 年 11 月の第 141 回 OECD 造船委員会においても、韓国の公的支援措置の内容について説明を求める

とともにその透明性の確保を要請しており、我が国としては、韓国の公的支援制度が WTO 協定に整合的に運用さ

れるよう、引き続き韓国側に求めていく。 
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